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旨

本
法
律
案
は
、
所
有
者
不
明
土
地
の
増
加
等
の
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
鑑
み
、
所
有
者
不
明
土
地
の
発
生
を
防
止
す
る
と

と
も
に
、
土
地
の
適
正
な
利
用
及
び
相
続
に
よ
る
権
利
の
承
継
の
一
層
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
、
相
隣
関
係
並
び
に
共
有
物
の

利
用
及
び
管
理
に
関
す
る
規
定
の
整
備
、
所
有
者
不
明
土
地
管
理
命
令
等
の
制
度
の
創
設
並
び
に
具
体
的
相
続
分
に
よ
る
遺
産

分
割
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
の
制
限
等
に
関
す
る
規
定
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
相
続
等
に
よ
る
所
有
権
の
移
転
の

登
記
の
申
請
を
相
続
人
に
義
務
付
け
る
規
定
の
創
設
等
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

一
、
民
法
の
一
部
改
正

１

境
界
標
の
調
査
の
た
め
の
隣
地
使
用
権
に
関
す
る
規
定
等
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
電
気
等
の
継
続
的
給
付
を
受
け
る

た
め
の
設
備
設
置
権
に
関
す
る
規
定
等
を
創
設
す
る
。

２

所
在
等
が
不
明
な
共
有
者
が
い
る
場
合
の
共
有
物
の
変
更
又
は
管
理
に
関
す
る
決
定
方
法
の
特
則
、
共
有
物
の
管
理
者

に
関
す
る
規
定
及
び
所
在
等
が
不
明
な
共
有
者
の
不
動
産
の
共
有
持
分
の
他
の
共
有
者
に
よ
る
取
得
に
関
す
る
特
則
等
を



二

創
設
す
る
。

３

所
有
者
の
所
在
等
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
土
地
若
し
く
は
建
物
又
は
そ
の
共
有
持
分
及
び
所
有
者
に
よ
る
管
理
が
不

適
当
で
あ
る
土
地
又
は
建
物
に
つ
い
て
裁
判
所
が
管
理
人
に
よ
る
管
理
を
命
ず
る
規
定
等
を
創
設
す
る
。

４

相
続
財
産
の
保
存
の
た
め
の
統
一
的
な
相
続
財
産
管
理
制
度
を
創
設
す
る
と
と
も
に
、
具
体
的
相
続
分
に
よ
る
遺
産
分

割
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
の
制
限
の
規
定
等
を
整
備
す
る
。

二
、
非
訟
事
件
手
続
法
及
び
家
事
事
件
手
続
法
の
一
部
改
正

一
の
改
正
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
制
度
の
裁
判
手
続
を
創
設
す
る
等
の
整
備
を
行
う
。

三
、
不
動
産
登
記
法
の
一
部
改
正

相
続
等
に
よ
る
所
有
権
の
移
転
の
登
記
等
の
申
請
を
相
続
人
に
義
務
付
け
る
規
定
を
創
設
す
る
と
と
も
に
、
不
動
産
登
記

に
係
る
手
続
に
お
け
る
申
請
人
の
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
の
規
定
（
相
続
人
申
告
登
記
制
度
及
び
所
有
不
動
産
記
録
証
明

制
度
の
創
設
、
登
記
の
抹
消
手
続
の
簡
略
化
等
）
を
創
設
す
る
。

四
、
こ
の
法
律
は
、
原
則
と
し
て
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。


